
   

 

 

 

 

 
令和４年 ９ 月 ２０日 ４ 時 ００ 分 

資料配布 近畿地方整備局  
姫路河川国道事務所 
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）の 

通行規制について 

通行止めのお知らせ 

通行規制箇所、規制内容及び規制開始等は下記のとおりです。 

○規制箇所 ： 国道２９号 兵庫県宍粟
し そ う

市波賀町
はがちょう
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（延長約 10.2km） 

○規制内容 ： 全面通行止め 

○規制開始 ： 令和４年９月２０日（火）４時００分～ 

○解除予定 ： 現時点では見込みがたっておりません。 

 

■管内の状況、雨量状況について 
  ●道路情報提供システム        <http://road.kkr.mlit.go.jp/road/> 
  ●姫路河川国道事務所Ｔｗｉｔｔｅｒ    <https://twitter.com/mlit_himeji> 
  ●姫路河川国道事務所ホームページ      <https://www.kkr.mlit.go.jp/himeji/index.php> 

 
 
 
 

■ 国道２９号（兵庫県宍粟市
し そ う し
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）において、雨量が通行止

め基準を超過するおそれがあるため、４時００分より全面通行止めを行いました。 

 
■ なお、開放時刻は未定です。 

＜取扱い＞― 

＜配布場所＞  兵庫県政記者クラブ 中播磨県民局庁舎内記者室 
        西播磨県民局庁舎内記者室 

＜問合せ先＞ 
 国土交通省 近畿地方整備局 姫路河川国道事務所 
   副所長      竹田 佳宏（たけた よしひろ） 
   道路管理第二課長 田尻 尚登（たじり ひさと） 
   電話：０７９－２８２－８２１１ 



   

 

 

 

 

 

 
 

 

 


